
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号 

次
の
事
件
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
四
月
一
日
に
埼
玉
県
議
会
臨
時
会
を
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

付
議
す
る
事
件 

一 

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

二 

地
方
独
立
行
政
法
人
埼
玉
県
立
病
院
機
構
の
中
期
計
画
の
認
可
に
つ
い
て 


